
 
 

差別解消部会 実績報告 

（令和８年２月末現在） 

 

１ 開催回数 

  部会２回 

 
２ 部会員の構成 

  区内障害者関係団体代表者７名、区職員７名 

 

３ 報告事項 

（１）部会開催状況 

差別解消部会は障害当事者及び支援者の団体と区の職員により構成されている。 

令和６年４月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者の合理的配慮が義務

化された。そのため、同法についての正しい理解を普及啓発するための取り組みを行

っている。 

令和７年度は令和７年 10 月に第１回を開催、令和８年３月に第２回を開催予定 

 

 第１回開催内容 

参加者 

・12 名（手話通訳２名を含む） 

内容 

・令和７年度の相談状況について 

・葛飾区版ヘルプシールの作成に関する報告 

・障害者差別解消法普及動画の製作進捗報告 

・環境整備及び合理的配慮に関する意見交換 

効果 

・相談の状況について、区で把握している相談だけでなく障害者団体に寄せられ

ている情報も共有することができた。 

・葛飾区版ヘルプシールについて、障害者団体の意見を取り入れた区独自のシー

ルを作成することができた。 

・出前講座等で合理的配慮の好事例を伝えるために、障害者団体に障害への配慮

に関するアンケート調査を行うことになった。 

 

 

（２）差別解消部会に関わる区の取組 

  ア 区内の民間事業者向けに改正障害者差別解消法の普及啓発動画を作成し、区の

公式ユーチューブにて視聴できる環境を整備。同法の趣旨や具体的な取り組みに

ついて紹介している。 

イ 区内商店街関係者向け「商業関係事業説明会」等での差別解消法の周知活動。 

  ウ 障害への配慮に関するアンケート調査 

  エ 区職員向け研修の実施 

平成 29 年度に策定した葛飾区職員対応要領に基づき、差別の禁止及び合理的 
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配慮の提供を適切に実施できるよう、研修を実施。令和７年９月２日（火）、３日

（水）に実施、73 名が受講した。 

 

４ 今後の方向性 

平成 28 年、葛飾区障害者施策推進協議会を障害者差別解消支援地域協議会と位置

付け、差別解消に取り組む専門部会として「差別解消部会」を設置した。 

平成 29 年度のリーフレット作成や、平成 30 年度のコミュニケーション支援条例の

制定の際は、ヒアリングや意見交換を活発に行って検討を重ね、寄せられた相談事例

について情報共有しながら、専門部会として活動をしてきた。 

しかし、近年は障害者団体への加盟者数が減少し、会員個人の高齢化や障害の悪化

等により出席が困難となってきている方が多く見受けられる。 

一方、障害者差別解消法の改正により、民間事業者の合理的配慮の提供が法的義務

化され、民間企業も含めた対策や取り組み事例の共有など、幅広い活動が必要となっ

ている。 

今後は、障害者団体から収集した合理的配慮の好事例、及び啓発動画について広く

周知活動を行っていく。 
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団体種別 区職員・障害者関係団体等

聴覚障害者団体  飾区聴力障害者協会

内部障害者団体  飾区地域腎友会

難病患者団体  飾パーキンソン病友の会　げんき会

知的障害者団体  飾区手をつなぐ親の会

肢体不自由者団体  飾区肢体不自由児者父母の会

高次脳機能障害者団体 高次脳機能障害者　家族会　かつしか

特別支援学校PTA 東京都立水元特別支援学校PTA

  福祉部障害福祉課長

　健康部保健予防課長

　総務部人権推進課長

　福祉部障害福祉課相談係長

　　〃　  障害福祉課援護係長

  健康部保健予防課保健予防係長

　　〃　  保健予防課保健予防担当係長

　差別解消部会 部会員名簿

障害者関係団体を
代表する者（７名）

区職員(7名)
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差別解消部会設置要領 

平成28年９月１日 

                              28 福障第４５３号 

                              福 祉 部 長 決 裁 

 

（設置） 

第１条  飾区障害者施策推進協議会設置要綱(平成19年３月30日付18 福障第931号区長

決裁。以下「要綱」という。)第７条の規定に基づき、差別解消部会（以下「部会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 部会は、要綱第２条第１項第４号に係る次の事項を所掌する。 

（1）地域における障害者差別の実態把握に関すること。 

(2) 差別の解消に資する取組の情報収集や分析に関すること。 

(3) 相談体制の整備に関すること。 

(4) その他障害者差別の解消のために必要な事項 

（構成） 

第３条 部会は、別表に掲げる者（以下「部会員」という。）をもって構成する。 

（会長等） 

第４条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、障害福祉課長とする。 

３ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

４ 副部会長は、保健予防課長とする。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（招集） 

第５条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、会議の内容に応じて、部会員の中から必要な者に限定して招集することが

できる。 

（部会員以外の者の出席等） 

第６条 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見

を聴き、又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（分科会） 

第７条 部会長は、第２条の所掌事項のうち、専門的な事項を協議するために分科会を設

置することができる。 

（報告） 

第８条 部会長は、 飾区障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）会長に対し、
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部会における作業等の内容を報告するとともに、協議会において部会の実績を報告する。 

（庶務） 

第９条 部会の庶務は、障害福祉課相談係が行う。 

（委任） 

第10条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項及び分科会の運営に

関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

この要領は、平成28年９月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、平成29年４月27日から施行する。 

付 則 

この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。  

付 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 福祉部障害福祉課長 部会長 

 健康部保健予防課長 副部会長 

 総務部人権推進課長  

 福祉部障害福祉課相談係長  

  〃 障害福祉課援護係長  

健康部保健予防課保健予防係長  

  〃 保健予防課保健予防担当係長  

区内障害者関係団体代表者（13人以内とする。）  
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